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1.印旛広域水道用水供給事業について 

当組合で実施している印旛広域水道用水供給事業は、利根川などから取水した原水を水道

水にして、水道事業を行っている成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里

市、酒々井町、長門川水道企業団（印西市の一部及び栄町で構成）へ供給しています。 

組合は、平成 16 年度まで千葉県水道局(現・千葉県企業局、以下「県企業局」とする。)へ

の浄水加工委託方式（当組合が確保している水利権に基づき、取水から浄水処理までの一連

の工程を委託し、その後、組合の送水管で構成団体へ供給する方式をいいます。）により構

成団体へ供給していました。 

しかし、平成 17 年度からは県企業局と「水道施設の使用及び業務委託に関する協定書」を

締結し、取水及び浄水施設等の施設使用許可を受けて施設能力を確保するとともに、水道法

第 24 条の 3に基づき施設の運転及び管理を県企業局に第三者委託しています。 
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2.水安全計画の見直しについて 

水源における様々な化学物質や病原性微生物等の混入、浄水場における設備や機器の故障、

送配水系統における水質変動など、水道水の安全性を脅かす様々なリスクが存在しています。 

当組合では、水源から供給地点に至る過程で想定されるリスク（危害原因事象）を抽出し、

これらを継続的に監視や制御することによって、信頼性（安全性）の高い水道システムを実

現するための具体的な取組として、平成 29年 2月に「印旛広域水道用水供給事業水安全計画

（初版）」を策定しました。その後 3 年毎に見直しを行い、令和 2 年 2 月に第 2 版、そして

今回令和 5 年 2 月に第 3 版として改定しました。この中で、改めて印旛広域水道の管理する

水道システム全般の汚染リスクや日常管理における課題等について整理し、対応措置を設定

しました。 

なお、初版及び第 2 版では、県企業局への第三者委託により印旛広域水道では直接的に情

報を得ることができず、具体的な対応策を講ずることができない事象についても一括して整

理していましたが、第 3 版では実際的な運用・管理の面から、これらを区別して設定しまし

た。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水源における危害 浄水場における危害 送水における危害 

土壌汚染や病原性微生物に
よる汚染 

生活排水や工場排水による
汚染など 

次亜塩素酸ナトリウムの注
入不足 

薬品の注入異常や漏れ 

設備や監視機器の異常 

地震、工事などによる破損 

施設の劣化など 

経年劣化による赤水 

工事などに伴う濁水 

水源から供給地点までに発生が予測される危害を分析し、対応措置を設定 
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3.水安全計画の策定により期待される効果 

水安全計画を策定することで、「安全性の向上」のほか、「維持管理の向上・効率化」「技

術の継承」「需要者への安全性に関する説明責任（アカウンタビリティ）」「一元管理」「関

係者の連携強化」といった様々な効果が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

一元管理 
需要者への

安全性に関す

る説明責任 

（アカウンタ

ビリティ） 

水安全計画を文書化し、これ

に基づく管理を行い、その記録

を残すことは、常に安全な水を

供給していることを示すのに有

効である。 

技術の 
継承 

関係者の 
連携強化 

維持管理 
の向上・ 
効率化 

安全性の 
向上 

水道システム全体を総合

的に把握し評価することに

より、アセットマネジメン

トにも寄与する。 

水源の水質改善や水質監

視・水質異常時の対応な

ど、流域関係者等との連携

した取組を図ることができ

る。 

水道システム内に存在する

危害原因事象が明確になり、

管理方法や優先順位が明らか

になる。これにより維持管理

水準の向上や効率化を図るこ

とができる。 

水源から供給地点に至る水道

システムに存在する危害原因事

象を的確に把握し、必要な対応

をとることにより、リスクが軽

減され、安全性の向上を図るこ

とができる。 

水源監視、施設管理、運

転制御等に関する技術的な

事柄を文書化し、技術の継

承を図ることができる。 
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4.危害の評価と対応措置について 

一連の水道システムにおいて発生が予測される危害原因事象と対応措置の一例として表-1

に示すものが挙げられます。初版の水安全計画において、これらの危害原因事象の発生頻度

と影響程度を検討し、表-2 に示す「リスクレベル設定マトリックス」によって 5段階のリス

クレベルを設定しました。今回の見直しにあたっても、同様のリスク及びリスクレベルであ

るとしました。 

表 1 危害原因事象と対応措置の一例 

発生箇所 
リスクレベルの高い 

危害原因事象 
関連する 
項目 

対応措置 

機器計装設備 モニタリング機器異常（水質） 
その他 
(機器異常) 

点検・修理、連続監視 

機器計装設備 台風、落雷等による停電 
その他 
(機器停止) 

点検・修理、復帰確認、（送水停止） 

送水管 
管内滞留時間の長期化による残
留塩素の消費 

残留塩素 注入強化、ドレン、送水停止 

送水管 
台風、落雷等による送水ポンプ
の停止 

水量 
点検・修理、復帰確認、現場確認、 
送水停止 

 

表 2 リスクレベル設定マトリックス 
危害原因事象の 

影響程度 
危害原因事象の 
発生頻度 

取るに 
足らない 

考慮を 
要する 

やや重大 重大 甚大 

a b c d e 

頻繁に起こる 毎月 E 1 4 4 5 5 

起こりやすい 1 回/数ヶ月 D 1 3 4 5 5 

やや起こる 1 回/1～3 年 C 1 1 3 4 5 

起こりにくい 1 回/4～10 年 B 1 1 2 3 5 

滅多に起こらない 1 回/11 年 A 1 1 1 2 5 

 

5.水安全計画の「適切な運用」と「定期的な見直し」を実施 

これまで通り、水安全計画を適切に運用することで、一層の水質管理の徹底を図ると共に、

危害発生の予防や最小化に努め、水道水の信頼性や安定性を向上させていきます。 

水安全計画の実効性を高めるためには、PDCA サイクル（Plan（計画）～Do（運用）～Check

（検証）～Action（改善））に基づき定期的に評価・見直しを行い、水道施設の変更や機能に

不具合が生じた場合には見直しを行うなど、継続的に改善していきます。 
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